
令和元年度

人 権 教 育

第１８号

群馬県小学校中学校教育研究会

人 権 教 育 部 会



は じ め に

人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」であり、ま

た「人間が生まれながらに持っている人間らしく生きる権利」であります。学校教育においては、

すべての教育活動を通じて生命や人権を尊重する心や友だちを思いやる心を育てると共に、豊かな人

間性を育成し、一人一人の個に応じた指導を展開していく必要があります。

さて、現在、教育現場では「ネットに関わる問題」や「いじめ」「児童虐待」など、数多くの人権

問題を抱えています。特に、ＳＮＳの急激な発達による人権問題は、学校現場の喫緊の課題であり、

人権教育の重大さを痛感している所です。

そこで、群馬県では「いじめ防止フォーラム」をはじめとする様々な取組が行われ、各学校におい

ても、「いじめ防止基本方針」や「いじめ防止にかかる様々な取組」の推進・充実が図られている所で

す。また、虐待についても、関係機関と学校との連携、強化が進められている所です。

このような現状を踏まえると、家庭や地域との連携・協働のもとで、学校における全ての教育活動

を通した人権教育の一層の充実を推進することは、極めて重要なことです。

今年８月に伊勢崎市民プラザにて開催した人権教育研修会では、県内で優れた人権教育を推進

されてきた藤岡市立鬼石小学校、長野原町立西中学校の２校の実践を発表されました。また、前

橋地方法務局人権擁護課長 服部弘幸 様から「人権問題の現状と課題について」、群馬県教育委員

会義務教育課人権教育推進係長 石関和夫 様から「群馬県の人権教育の推進について」のご講話

をいただきました。当日は県内各地より３００名を超える関係者の参加により、群馬県の人権教

育についての理解を深めていただくことができました。

この報告書には、研修会当日の発表や講話の資料等が掲載されています。各学校において、人

権教育を推進する上で参考になるものと考えます。是非、本報告書を参考にしていただき、県内

各学校における人権教育の一層の充実が図られることを心より願っています。

最後になりますが、当部会の運営や研修に対して、御指導・御協力をいただきました多くの関

係者の皆様に深い感謝と御礼を申し上げます。

群馬県小学校中学校教育研究会

人権教育部会長 石渕 裕則



目 次

はじめに 人権教育部会長 石渕 裕則

Ⅰ 群馬県小学校中学校教育研究会人権教育部会理事会（総会） １

Ⅱ 令和元年度人権教育研修会（報告） ２

（１）講話１「人権問題の現状と課題について」

前橋地方法務局人権擁護課 服部 弘幸 課長 ３

（２）講話２「群馬県の人権教育の推進について」

群馬県教育委員会義務教育課人権教育推進係 石関 和夫 係長 ８

（３）実践発表１ 藤岡市立鬼石小学校

発表者： 山田真由美 教諭 １９

（４）実践発表２ 安中市立第二中学校

発表者： 埴田 栄一 校長 ２７

（５）指導講評 群馬県教育委員会義務教育課人権教育推進係

前原 稔彦 指導主事 ３４

Ⅲ 人権教育部会役員名簿 ３７

あとがき



Ⅰ 令和元年度 群馬県小学校中学校教育研究会

人権教育部会理事会（総会）

１ 期日 令和元年５月２３日（木）１５：３０～

２ 場所 群馬県青少年会館

３ 理事会（総会）

（１） 開会のことば

（２） あいさつ（部会長）

（３） 自己紹介（新旧役員）

（４） 議長選出

（５） 議事

①平成３０年度

ア 事業報告

イ 決算報告

ウ 監査報告

②本部役員の選出・承認について

③平成３０年度本部役員退任あいさつ

④令和元年度本部役員就任あいさつ

（６） 議長交代

①令和元年度

ア 事業計画案説明・承認

イ 予算案説明・承認

（７） その他

・夏季研修会について 等

（８） 閉会のことば

（９） 係ごとの新旧引き継ぎ

－1－



Ⅱ 令和元年度人権教育研修会(報告)

１ 趣旨 群馬県教育委員会の人権教育の基本方針のもとに本研修会を開催し、県内の小学校・中

学校・特別支援学校における人権教育の更なる充実を図る。

２ 主催 群馬県小学校中学校教育研究会人権教育部会

３ 後援 群馬県教育委員会

４ 日時 令和元年８月９日(金) １３：３０～１６：４５

５ 会場 伊勢崎市民プラザ ホール

６ 日程・内容

日 程 内 容

１３：００～１３：２５ ○受 付

１３：３０～１３：４５ ○開会行事

＜あいさつ＞
県小学校中学校教育研究会人権教育部会長 石渕 裕則
県教委義務教育課補佐（人権教育推進係長）石関 和夫 様

１３：５０～１４：２０ ○人権講話１「人権問題の現状と課題について」

＜講師＞
前橋地方法務局人権擁護課 課長 服部 弘幸 様

１４：２０～１５：００ ○人権講話２「群馬県の人権教育の推進について」
＜講師＞

県教委義務教育課補佐（人権教育推進係長）石関 和夫 様

１５：００～１５：２０ ○休 憩

１５：２０～１６：１５ ○実践発表
＜小学校の部＞

藤岡市立鬼石小学校 教諭 山田真由美 様
＜中学校の部＞

長野原町立西中学校 校長 埴田 栄一 様
○質疑応答

１６：１５～１６：３５ ○指導講評
県教委義務教育課人権教育推進係 指導主事 前原 稔彦 様

１６：３５～１６：４５ ○閉会行事

－2－



前
橋

地
方

法
務

局

人
権

擁
護

課
長

服
部

弘
幸

1

人
権

問
題

の
現

状
と
課

題
に
つ
い
て

令
和
元
年
８
月
９
日

群
馬
県
小
学
校
中
学
校
教
育
研
究
会
人
権
教
育
研
修
会

2

人
権
擁
護
業
務

人
権
問
題
に
関
し
て
国
民
の
相
談
に
応
じ
，
助
言
等
を
行
う
。

１
人

権
相

談

3

２
人

権
侵

犯
事

件
の

調
査

救
済

人
権
侵
害
の
疑
い
が
あ
る
事
案
を
認
知
し
た
場
合
，
関
係
者
の
任
意
の
協
力

を
得
て
事
実
関
係
を
調
査
し
，
人
権
侵
害
の
事
実
が
認
め
ら
れ
れ
ば
，
人
権

侵
害
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
説
示
，
勧
告
な
ど
，
事
案
に
応
じ
た
適
切
な
措
置

を
講

じ
る
。

３
人

権
啓

発

国
民
に
人
権
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
啓
発
活
動
（
講
演
会
，

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
，
人
権
教
室

等
）
を
行
う
。

主
な
人

権
課

題

１
女

性
の

人
権

を
守

ろ
う

２
子

ど
も
の

人
権

を
守

ろ
う

３
高

齢
者

の
人

権
を
守

ろ
う

４
障

害
を
理

由
と
す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

５
同

和
問

題
（
部

落
差

別
）
を
解

消
し
よ
う

６
ア
イ
ヌ
の

人
々

に
対

す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

７
外

国
人

の
人

権
を
尊

重
し
よ
う

８
Ｈ
ＩＶ
感

染
者

や
ハ

ン
セ
ン
病

患
者

等
に
対

す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

９
刑

を
終

え
て
出

所
し
た
人

に
対

す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

10
   犯

罪
被

害
者

と
そ
の

家
族

の
人

権
に
配

慮
し
よ
う

11
   イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪

用
し
た
人

権
侵

害
を
な
く
そ
う

12
   北

朝
鮮

当
局

に
よ
る
人

権
侵

害
問

題
に
対

す
る
認

識
を
深

め
よ
う

13
   ホ

ー
ム
レ
ス
に
対

す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

14
   性

的
指

向
を
理

由
と
す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

15
   性

自
認

を
理

由
と
す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

16
   人

身
取

引
を
な
く
そ
う

17
   東

日
本

大
震

災
に
起

因
す
る
偏

見
や

差
別

を
な
く
そ
う

８

－3－



5
6

7
8

－4－



9
10

11
12

－5－



13
14

15
16

－6－



17
18

19
20

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

－7－



群
馬

県
小

学
校

中
学

校
教

育
研

究
会

人
権

教
育

研
修

会
R

1.
8.

9

群
馬

県
教
育
委
員
会

義
務

教
育
課

人
権
教
育
推
進
係

群
馬
県
の
人

権
教

育
の

推
進
に
つ
い
て 1

１
人

権
教

育
の

推
進

に
つ

い
て

2

世
界

日
本

群
馬

県

19
47

 S
22

19
48

 S
23

19
65

 S
40

19
72

 S
47

19
79

 S
54

19
89

 H
1

19
95

 H
7

20
00

 H
12

20
02

 H
14

20
04

 H
16

20
05

 H
17

20
06

 H
18

20
07

 H
19

20
08

 H
20

20
10

 H
22

20
11

 H
23

20
12

 H
24

20
16

 H
28

世
界

人
権

宣
言

人
種

差
別

撤
廃

条
約

女
子

差
別

撤
廃

条
約

児
童

の
権

利
条

約

人
権

教
育

の
た

め
の

国
連

１
０

年

人
権

教
育

の
た

め
の

世
界

計
画

（
第

１
フ

ェ
ー

ズ
）

人
権

教
育

の
た

め
の

世
界

計
画

（
第

2
フ

ェ
ー

ズ
）

19
96

 H
8

地
域

改
善

対
策

協
議

会
意

見
具

申

同
和

教
育

→
 人

権
教

育

日
本

国
憲

法

同
和

対
策

審
議

会
答

申

人
権

教
育

及
び

人
権

啓
発

の
推

進
に

関
す

る
法

律

人
権

教
育

・啓
発

に
関

す
る

基
本

計
画

人
権

教
育

の
指

導
方

法
等

の
在

り
方

に
つ

い
て

［
第

一
次

と
り

ま
と

め
］

人
権

教
育

の
指

導
方

法
等

の
在

り
方

に
つ

い
て

［
第

二
次

と
り

ま
と

め
］

人
権

教
育

の
指

導
方

法
等

の
在

り
方

に
つ

い
て

［
第

三
次

と
り

ま
と

め
］

人
権

教
育

・啓
発

に
関

す
る

基
本

計
画

の
（平

成
１

４
年

３
月

１
５

日
閣

議
決

定
）一

部
変

更
に

つ
い

て

群
馬

県
同

和
教

育
の

基
本

方
針

決
定

人
権

教
育

の
た

め
の

国
連

1
0年

群
馬

県
行

動
計

画

群
馬

県
人

権
教

育
の

基
本

方
針

人
権

教
育

指
導

資
料

（
H

1
5
）

群
馬

県
人

権
教

育
推

進
計

画
（
学

校
教

育
･

社
会

教
育

）

人
権

教
育

･啓
発

の
推

進
に

関
す

る
群

馬
県

基
本

計
画

群
馬

県
人

権
教

育
充

実
指

針

「
人

権
教

育
の

取
組

の
充

実
に

つ
い

て
」

(通
知

)

人
権

教
育

推
進

資
料

人
権

教
育
を
め
ぐ
る
内
外
の
動
き

群
馬

県
人

権
教

育
充

実
指

針
（
改

訂
）

3

H
2
8
. 
4
. 
 1

障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

＜
障

害
者

差
別

解
消

法
＞

・
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

の
禁

止
と

合
理

的
配

慮

女
性

の
職

業
生

活
に

お
け

る
活

躍
の

推
進

に
関

す
る

法
律

＜
女

性
活

躍
推

進
法

＞

・
女

性
の

個
性

と
能

力
が

十
分

に
発

揮
で

き
る

社
会

の
実

現

H
2
8
. 
6
. 
 3

  
 

本
邦

外
出

身
者

に
対

す
る

不
当

な
差

別
的

言
動

の
解

消
に

向
け

た
取

組
の

推
進

に
関

す
る

法
律

・
本

邦
外

出
身

者
に

対
す

る
不

当
な

差
別

的
な

言
動

の
解

消
＜

ヘ
イ

ト
ス

ピ
ー

チ
解

消
法

＞

H
2
8
. 
8
. 
 1

  
 

発
達

障
害

者
支

援
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

・
発

達
障

害
者

の
定

義
、

社
会

的
障

壁
の

除
去

に
資

す
る

こ
と

を
旨

と
し

て
行

う
支

援
等

H
2
8
.1

0
.

1
 

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

・
学

校
等

か
ら

児
童

相
談

所
へ

の
情

報
提

供

H
2
8
.1

2
.1

6
部

落
差

別
の

解
消

の
推

進
に

関
す

る
法

律
＜

部
落

差
別

解
消

推
進

法
＞

・
部

落
差

別
の

な
い

社
会

の
実

現

H
2
9
. 
2
.1

4
  

義
務

教
育

の
段

階
に

お
け

る
普

通
教

育
に

相
当

す
る

教
育

の
機

会
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律

・
不

登
校

児
童

生
徒

に
対

す
る

教
育

の
機

会
の

確
保

等
＜

教
育

機
会

確
保

法
＞

R
元

.
6
.2

6
  

 
児

童
福

祉
法

、
児

童
虐

待
防

止
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

・
親

権
者

等
に

よ
る

体
罰

禁
止

、
連

携
強

化
す

べ
き

関
係

機
関

の
明

確
化

等

人
権

に
関

す
る

重
要
課

題
の
対

応
（
個

別
法
）

4

－8－



人
権

と
は

人
が
生

ま
れ
な

が
ら
に

も
っ

て
い

る

必
要
不

可
欠
な

様
々
な

権
利

「
人

権
教

育
の

指
導

方
法

等
の

在
り

方
に

つ
い

て
［

第
三

次
と

り
ま

と
め

］
～

指
導

等
の

在
り

方
編

～
」

H
20

よ
り

人
が

生
存

す
る

た
め

に
不

可
欠

な
生

命
や

身
体

の
自

由
の

保
障

、
法

の
下

の
平

等
、

衣
食

住
の

充
足

等
人

が
幸

せ
に

生
き

る
上

で
必

要
不

可
欠

な
思

想
や

言
論

の
自

由
、

集
会

・
結

社
の

自
由

、
教

育
を

受
け

る
権

利
、

働
く

権
利

等

5

人
権

尊
重

の
精

神
‥
‥

自
分

の
人

権
と

他
人

の
人

権
を

尊
重

す
る

こ
と

涵
養
‥
‥

水
が

地
面

に
し

み
こ

む
よ

う
に

、
徐

々
に

養
い

育
て

る
こ

と

人
権

に
関

す
る

様
々

な
問

題
を

解
決

す
る

た
め

に
、

す
べ

て
の

人
々

に
人

権
尊

重
の

精
神

を
涵

養
す

る
こ

と
＜

人
権

教
育

及
び

人
権

啓
発

の
推

進
に

関
す

る
法

律
Ｈ

１
２

＞

人
権

尊
重

の
精

神
を

、

一
生

涯
を

通
じ

て
じ

わ
り

じ
わ

り
と

身
に

付
け

て
い

く
こ

と

学
校

教
育

社
会

教
育

様
々

な
問

題
‥
‥

一
人

一
人

の
人

間
が

か
け

が
え

の
な

い
存

在
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

認
め

な
い

こ
と

人
権
教
育
と
は

6

◇
「
群

馬
県

人
権

教
育

の
基

本
方

針
」
を

基
盤

と
す

る

２
学

校
教

育
に

お
い

て
は

、
子

ど
も

の
発

達
段

階
に

即
し

、
各

教
科

等
の

特
質

に
応

じ
、
全

教
育

活
動

を
通

じ
て

、
生

命
や

人
格

を
尊

重
し

、
他

人
を

思
い

や
る

な
ど

の
豊

か
な

人
間

性
を

育
成

す
る

。

◇
「
群

馬
県

人
権

教
育

充
実

指
針

」
に

基
づ

い
た

取
組

○
学

校
教

育
及

び
社

会
教

育
・
家

庭
教

育
に

お
け

る
取

組
の

方
向

性
を

示
し

た
。

（
Ｈ

１
９

～
Ｈ

２
８

．
３

改
訂

）

群
馬

県
の

人
権

教
育

7

学
校

等
に

お
け

る
人

権
教

育
の

取
組

の
方

向
性

を
明

示

解
説

や
取

組
の

ポ
イ

ン
ト

を
掲

載
⇒

各
種

研
修

時
の

手
引

書
と

し
て

活
用

資
料

編
に

、
各

種
計

画
等

の
モ

デ
ル

を
掲

載

本
指

針
の

性
格

具
体

的
な

取
組

の
手

引
き

群
馬

県
人

権
教
育

充
実
指

針

8

－9－



第
3条 国

及
び

地
方

公
共

団
体

が
行

う
人

権
教

育
及

び
人

権
啓

発
は

、
学

校
､

地
域

､
家

庭
､

職
域

そ
の

他
の

様
々

な
場

を
通

じ
て

、
国

民
が

、
そ

の
発

達
段

階
に

応
じ

、
人

権
尊

重
の

理
念

に
対

す
る

理
解

を
深

め
、

こ
れ

を
体

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

多
様

な
機

会
の

提
供

、
効

果
的

な
手

法
の

採
用

、
国

民
の

自
主

性
の

尊
重

及
び

実
施

機
関

の
中

立
性

の
確

保
を

旨
と

し
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
「

群
馬

県
人

権
教

育
充

実
指

針
p4

7」

人
権

教
育

及
び
人

権
啓

発
の
推

進
に
関
す
る
法
律
(H
1
2)

9

児
童

生
徒

が
､そ

の
発

達
段

階
に

応
じ

､人
権

の
意

義
･内

容
や

重
要

性
に

つ
い

て
理

解
す

る
と

と
も

に
、

「
自

分
の

大
切

さ
と

と
も

に
他

の
人

の
大

切
さ

を
認

め
る

こ
と

」
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

､そ
れ

が
､様

々
な

場
面

等
で

具
体

的
な

態
度

や
行

動
に

現
れ

る
よ

う
に

す
る

こ
と

「
人

権
教

育
の

指
導

方
法

等
に

関
す

る
調

査
研

究
会

議
」

よ
り

知
的

理
解

に
と

ど
ま

り
、

人
権

感
覚

が
十

分
に

身
に

付
い

て
い

な
か

っ
た

人
権

感
覚

の
育

成

学
校

教
育

に
お

け
る

人
権

教
育

の
目

標

10

教
職

員
の

人
権

感
覚

の
育

成

◆
指

導
と

い
う

名
の

押
し

付
け

は
し

て
い

な
い

で
し

ょ
う

か
。

◆
児

童
生

徒
の

呼
び

方
は

ど
う

で
し

ょ
う

か
。

◆
教

室
環

境
は

適
切

な
も

の
に

な
っ

て
い

る
で

し
ょ

う
か

。

教
職
員

の
人

権
感

覚

児
童

生
徒

一
人

一
人

の
大

切
さ

を
自

覚
し

､か
け

が
え

の
な

い
一

人
の

人
間

と
し

て
接

す
る

と
い

う
教

職
員

の
姿

勢
そ

の
も

の
が

､人
権

教
育

の
最

も
重

要
な

部
分

11

「
群

馬
県

人
権

教
育

充
実

指
針

」
（
平

成
２

８
年

３
月

）Ｐ
．

４
３人
権

感
覚

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

12
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13

全
教
育
活
動
を
通
じ
て
、
構
造
的
指
導
に
留
意
し
て
進
め
る

日
常

の
学

級
経

営
や

生
徒

指
導

、
教

室
環

境
や

言
語

環
境

等
、

温
か

い
雰

囲
気

づ
く

り
を

指
し

人
権

教
育

の
基

盤
を

な
す

も
の

。

国
語

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
や

理
科

で
の

科
学

的
･合

理
的

な
も

の
の

見
方

考
え

方
な

ど
、

各
教

科
･領

域
の

内
容

と
の

関
連

を
意

識
し

た
指

導
。

社
会

科
で

の
江

戸
時

代
の

身
分

制
度

等
、

各
教

科
・

領
域

に
お

い
て

人
権

重
要

課
題

に
対

す
る

正
し

い
理

解
を

深
め

、
人

間
と

し
て

の
生

き
方

を
指

導
。

学
校

教
育

に
お

け
る
人

権
教
育

構
造

的
指

導
直
接
的
指
導

間
接
的
指
導

常
時
指
導

学
校

教
育

の
指

針
指

導
の

重
点

「
人

権
教

育
」

児
童

虐
待

の
早

期
発

見
と

迅
速

か
つ

適
切

な
対

応
を

心
が

け
ま

し
ょ

う
。 挨

拶
や

丁
寧

な
言

葉
遣

い
な

ど
、

児
童

生
徒

の
模

範
と

な
る

言
動

を
心

が
け

ま
し

ょ
う

。

＜
今

年
度

、
特

に
力

を
入

れ
て

取
り

組
ん

で
い

た
だ

き
た

い
こ

と
＞

14

人
権

教
育

推
進

資
料

H
2
4
.3

→
今

年
度

、
新

学
習

指
導

要
領

を
踏

ま
え

て
改

訂
へ

15

「
学

習
指

導
要

領
と

の
関

連
一

覧
表

」
と

「
指

定
校

･指
定

地
域

の
取

組
例

」
で

構
成

そ
れ

ぞ
れ

の
人

権
重

要
課

題
に

関
わ

る
学

習
を

各
教

科
等

に
位

置
付

け
て

い
る

。
(指

導
要

領
と

の
関

連
)

実
践

例
を

参
考

に
、

人
権

教
育

に
視

点
を

当
て

た
教

育
活

動
の

充
実

を
図

る
。

本
書

の
活

用

年
間

指
導

計
画

の
見

直
し

に
活

用
で

き
る

資
料 16

人
権

教
育
推
進
資
料

－11－



①
各

教
科

等
の

特
質

に
応

じ
、

教
育

活
動

全
体

を
通

じ
て

推
進

し
、

人
権

が
尊

重
さ

れ
る

学
校

・
学

級
づ

く
り

を
行

う
。

②
校

長
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
や

教
職

員
相

互
の

共
通

理
解

の
も

と
、

学
校

全
体

と
し

て
組

織
的

・
計

画
的

に
取

り
組

む
。

③
児

童
生

徒
の

大
切

さ
を

強
く

自
覚

し
、

一
人

の
人

間
と

し
て

接
す

る
。

④
い

じ
め

や
暴

力
を

は
じ

め
他

の
人

を
傷

つ
け

る
よ

う
な

問
題

が
起

き

た
時

、
学

校
全

体
と

し
て

適
切

か
つ

毅
然

と
し

た
指

導
を

行
う

。

⑤
家

庭
、

地
域

社
会

及
び

関
係

機
関

と
積

極
的

に
連

携
す

る
。

学
校

教
育
に
お
け
る
人
権
教
育

17

２
重
要
課
題
に
対
す
る
取
組
に
つ
い
て 18

(1
)女

性
(2

) 子
ど

も
た

ち
(3

)高
齢

者
(4

)障
害

の
あ

る
人

た
ち

(5
)同

和
問

題
(6

)外
国

籍
の

人
た

ち

(7
)  

 Ｈ
ＩＶ

感
染

者
等

の
人

た
ち

(8
)  

 ハ
ン

セ
ン

病
元

患
者

等
の

人
た

ち

(9
)  

 犯
罪

被
害

者
等

(1
0)

 ｲ
ﾝﾀ

ｰﾈ
ｯﾄ

等
に

よ
る

人
権

侵
害

(1
1)

 そ
の

他
の

人
権

問
題

学
校

を
含

め
､社

会
全

体
で

そ
の

解
決

に
向

け
て

取
り

組
ま

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

人
権

に
関

す
る

課
題

重
要

課
題

１
１

項
目

19

☆
男

女
の

平
等

や
男

女
共

同
参

画
を

推
進

す
る

学
習

を
通

し
て

、
性

別
に

か
か

わ
り

な
く

、
そ

の
個

性
と

能
力

を
十

分
に

発
揮

す
る

こ
と

の
で

き
る

男
女

共
同

参
画

社
会

の
実

現
を

め
ざ

す
。

〈
指

針
１〉

・
男

女
共

同
参

画
社

会
基

本
法

・
女

性
活

躍
推

進
法

・
男

女
共

同
参

画
基

本
計

画
・

群
馬

県
男

女
共

同
参

画
推

進
条

例

・
女

性
に

対
す

る
人

権
侵

害
・

職
場

の
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

・
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・
バ

イ
オ

レ
ン

ス
(デ

ー
ト

D
V

)

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(1
) 

 女
性

20
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男
女

共
同

参
画

社
会

へ
の

理
解

～
女

性
の

人
権

問
題

～

一
人
一
人
が
性
別
に
関
わ
り
な
く
、
よ
さ
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
遊
び
の
環

境
構
成
を
工
夫
す
る
。
（
幼
稚
園
）

教
科
等
に
お
い
て
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
合
い
、
尊
重
し
合
う
こ
と
の
大

切
さ
を
理
解
す
る
た
め
の
学
習
を
行
う
。
（
小
中
学
校
）

特
別
活
動
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
、
男
女
共
同
で
行
う
作
業
の

よ
さ
や
楽
し
さ
が
体
験
で
き
る
学
習
を
行
う
。
（
小
中
学
校
）

教
科
等
科
目
に
お
い
て
、
男
女
差
別
撤
廃
の
歴
史
や
男
女
平
等
実
現
を
意
図

す
る
様
々
な
条
約
、
法
令
・
条
例
等
を
知
り
、
そ
の
精
神
や
目
的
を
理
解
す

る
た
め
の
学
習
を
行
う
。
(高
校
）

特
別
活
動
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
、
男
女
相
互
の
理
解
と
協
力

の
在
り
方
や
男
女
共
同
参
画
社
会
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
(高
校
)

「
群

馬
県

人
権

教
育

充
実

指
針

」（
平

成
２

８
年

３
月

）Ｐ
．

２
５

「
女

性
」
の

人
権

課
題

に
対

す
る

取
組

の
指

針
【取

組
例

】よ
り

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(1
) 

 女
性

21

☆
子

ど
も

の
人

権
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

る
学

習
や

、
い

じ
め

や
児

童
虐

待
な

ど
子

ど
も

の
人

権
に

関
す

る
問

題
に

つ
い

て
の

対
応

を
通

し
て

、
子

ど
も

の
人

権
を

尊
重

す
る

社
会

の
実

現
を

め
ざ

す
。

〈
指

針
２

〉

・
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

・
児

童
福

祉
法

・
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

法
・

児
童

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

・
子

ど
も

に
対

す
る

人
権

侵
害

・
い

じ
め

、
校

内
暴

力
・

児
童

虐
待

重
要

課
題
に
対

す
る
取
組

(2
) 

 子
ど

も
た

ち

22

学
年

別
い

じ
め

の
認

知
件

数
（

平
成

２
９

年
度

全
国

､国
公

私
立

）

56
,7

96
 

62
,4

98
 

59
,6

32
 

54
,9

02
 

47
,0

42
 

36
,2

51
 

41
,7

95
 

26
,1

17
 

12
,5

12
 

7,
68

5 
4,

72
8 

2,
33

8 
38

 
0

1
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

7
0
,0
0
0

小
１

小
２

小
３

小
４

小
５

小
６
中
１

中
２

中
３

高
１

高
２

高
３

高
４

件 数

い
じ

め
の
認
知
に
向
け
た
取
組
を
進
め
れ
ば
、

認
知
件
数
は
増
え
る
。

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(2
) 

 子
ど

も
た

ち
<
い

じ
め

の
態

様
>

23
24

10
7

18
8

32
4

35
4

33
5

34
8

43
3

52
5

55
1

61
6

55
7

55
9

61
1

64
7

65
8

73
9

95
8

10
88

11
32

11
40

13
74

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

H1
0

H1
1

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

件 数

児
童
相
談
所
の
児
童
虐
待
通
告
（
相
談
）
受
理
件
数
の
推
移
〔
年
度
別
〕

重
要

課
題

に
対

す
る
取
組

子
ど

も
た
ち

児
童

虐
待
の
動
向

－13－



＜
児

童
虐

待
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
＞

20
07

年
H

19

（
児

童
虐

待
の

定
義

）

第
二

条
こ

の
法

律
に

お
い

て
、

「
児

童
虐

待
」

と
は

、
保

護
者

（
親

権
を

行
う

者
、

未
成

年
後

見
人

そ
の

他
の

者
で

、
児

童
を

現
に

監
護

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
そ

の
監

護
す

る
児

童
（

十
八

歳
に

満
た

な
い

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

つ
い

て
行

う
次

に
掲

げ
る

行
為

を
い

う
。

身
体

的
虐

待

心
理

的
虐

待

ネ
グ

レ
ク

ト

性
的

虐
待

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

子
ど

も
た
ち

児
童

虐
待

25
26

37
4

67
3

31
2

15
0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

身
体

的
虐

待
心

理
的

虐
待

ネ
グ

レ
ク

ト
性

的
虐

待

件 数

虐
待

の
種

別

47
6

11
5

68
3

18
82

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

実 父

実 父 以 外 の 父

実 母

実 母 以 外 の 母

そ の 他

件 数

主
な
虐
待
者

重
要

課
題

に
対

す
る
取

組
子

ど
も
た

ち
虐

待
相
談
の
状
況

(
H
30
 群

馬
県

)

27

30
9

37
2

17
2

10
6

12
0

68
42

19

16
6

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

近 隣 ・ 知 人

警 察 等

学 校 等

市 町 村

家 族
医 療 機 関

児 童 福 祉 施 設 等

児 童 本 人

そ の 他

件 数

被
虐

待
者

の
年

齢
別

虐
待

件
数

重
要

課
題
に

対
す

る
取

組
子

ど
も
た

ち
虐

待
相
談

の
状

況
(
H
3
0 
群

馬
県

)

相
談

の
経

路

＜
児

童
虐

待
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
＞

20
07

年
H

19
（

児
童

虐
待

の
早

期
発

見
等

）
第

五
条

学
校

、
児

童
福

祉
施

設
、

病
院

そ
の

他
児

童
の

福
祉

に
業

務
上

関
係

の
あ

る
団

体
及

び
学

校
の

教
職

員
、

児
童

福
祉

施
設

の
職

員
、

医
師

、
保

健
師

、
弁

護
士

そ
の

他
児

童
の

福
祉

に
職

務
上

関
係

の
あ

る
者

は
、

児
童

虐
待

を
発

見
し

や
す

い
立

場
に

あ
る

こ
と

を
自

覚
し

、
児

童
虐

待
の

早
期

発
見

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
前

項
に

規
定

す
る

者
は

、
児

童
虐

待
の

予
防

そ
の

他
の

児
童

虐
待

の
防

止
並

び
に

児
童

虐
待

を
受

け
た

児
童

の
保

護
及

び
自

立
の

支
援

に
関

す
る

国
及

び
地

方
公

共
団

体
の

施
策

に
協

力
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
学

校
及

び
児

童
福

祉
施

設
は

、
児

童
及

び
保

護
者

に
対

し
て

、
児

童
虐

待
の

防
止

の
た

め
の

教
育

又
は

啓
発

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
虐

待
に

係
る

通
告

）
第

六
条

児
童

虐
待

を
受

け
た

と
思

わ
れ

る
児

童
を

発
見

し
た

者
は

、
速

や
か

に
、

こ
れ

を
市

町
村

、
都

道
府

県
の

設
置

す
る

福
祉

事
務

所
若

し
く

は
児

童
相

談
所

又
は

児
童

委
員

を
介

し
て

市
町

村
、

都
道

府
県

の
設

置
す

る
福

祉
事

務
所

若
し

く
は

児
童

相
談

所
に

通
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

重
要

課
題

に
対

す
る
取
組

子
ど

も
た
ち

児
童

虐
待

28
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重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

児
童
虐

待

児
童

虐
待

対
応

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

29

重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

児
童
虐

待

30

重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

児
童
虐

待

31

重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

児
童
虐

待

平
成

３
１

年
３

月
６

日
県

教
委

通
知

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
に

係
る

学
校

等
及

び
そ

の
設

置
者

と
市

町
村

・
児

童
相

談
所

と
の

連
携

の
強

化
に

つ
い

て
」

32
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重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

児
童
虐

待

特
に

お
願

い
し

た
い

こ
と

１
学
校
等
に
お
い
て
は
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
に
努
め
、
例
え
確
証
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て

も
、
市
町
村
福
祉
担
当
部
局
（
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
児
童
相
談
所
）
へ
通
告
や
情
報
提
供
を
速
や
か
に
行
う

こ
と
。
そ
の
際
、
市
町
村
教
育
委
員
会
へ
も
報
告
す
る
こ
と
。

２
学
校
等
に
お
い
て
は
、
虐
待
の
兆
候
を
つ
か
み
、
情
報
収
集
す
る
際
に
、
本
人
と
保
護
者
の
話
の
内
容
に
食

い
違
い
が
見
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
躊
躇
せ
ず
、
速
や
か
に
通
告
や
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。

３
学
校
等
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
保
護
者
か
ら
「
ど
う
や
っ
て
虐
待
が
あ
る
と
知
っ
た
の

か
」
等
、
認
知
し
た
経
緯
の
開
示
を
求
め
ら
れ
て
も
伝
え
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
等
と
連

携
し
な
が
ら
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
護
者
と
の
関
係
等
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
安
全
確
保

が
疎
か
に
な
り
、
重
大
な
事
態
に
至
っ
て
し
ま
う
事
例
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

４
学
校
等
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
た
際
に
は
、
市
町
村
福
祉
担
当
部
局
に
通
告
を
行
う
こ
と
。
た
だ

し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
（
子
ど
も
を
家
に
帰
す
こ
と
が
危
険
な
場
合
）
に
は
、
躊
躇
せ
ず
児
童
相
談
所
へ
通

告
す
る
こ
と
。
特
に
、
性
的
虐
待
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
見
え
に
く
い
こ
と
に
留
意
の
う
え
、
疑
わ
れ
る
事
案

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
児
童
相
談
所
へ
通
告
す
る
こ
と
。

５
学
校
等
に
お
い
て
は
、
要
保
護
児
童
の
定
期
的
な
情
報
提
供
に
関
し
て
、
保
護
者
等
か
ら
欠
席
の
理
由
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
理
由
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
７
日
以
上
欠
席

し
た
場
合
に
は
、
定
期
的
な
情
報
提
供
の
期
日
を
待
つ
こ
と
な
く
、
速
や
か
に
市
町
村
福
祉
担
当
部
局
（
緊
急

を
要
す
る
場
合
は
児
童
相
談
所
）
へ
情
報
提
供
す
る
こ
と
。

※
た
だ
し
、
不
登
校
に
よ
る
欠
席
や
入
院
に
よ
る
欠
席
で
、
状
況
を
確
実
に
把
握
で
き
て
い
る
場
合
を
除
く
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
義
教
第
１
１
４
０
－
８
０
号
「
学
校
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
及
び
認
可
外
保
育
施
設
か
ら
市
町
村
又
は
児

童
相
談
所
へ
の
定
期
的
な
情
報
提
供
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
を
参
照
の
こ
と
。

33

☆
同

和
問

題
に

関
す

る
正

し
い

理
解

と
認

識
を

深
め

る
学

習
を

通
し

て
、

同
和

問
題

に
関

す
る

差
別

意
識

の
解

消
を

図
る

。
〈

指
針

５
〉

・
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

・
群
馬
県
同
和
教
育
の
基
本
方
針

・
同
和
対
策
審
議
会
答
申

・
地
域
改
善
対
策
協
議
会
意
見
具
申

・
同

和
問

題
に

対
す

る
偏

見
や

差
別

意
識

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(5
) 

 同
和

問
題

34

19
72

 (
昭

47
)  

   
群

馬
県

同
和

教
育

の
基

本
方

針

19
96

 (
平

8)
地

域
改

善
対

策
協

議
会

意
見

具
申

20
00

 (
平

12
)  

 人
権

教
育

及
び

人
権

啓
発

に
関

す
る

法
律

19
65

 (
昭

40
)  

   
 同

和
対

策
審

議
会

答
申

行
政

の
責

務
国

民
的

な
課

題

19
69

 (
昭

44
)  

   
 同

和
対

策
事

業
特

別
措

置
法

19
82

 (
昭

57
)  

   
 地

域
改

善
対

策
特

別
措

置
法

19
87

 (
昭

62
)  

   
 地

域
改

善
対

策
特

定
事

業
に

係
る

国
の

財
政

上
の

特
別

措
置

に
関

す
る

法
律

(地
対

財
特

法
) 

20
16

 (
平

成
28

年
12

月
16

日
)  

  部
落

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

20
02

 (
平

成
14

年
3月

31
日

)  
 地

対
財

特
法

の
法

期
限

20
02

 (
平

14
)  

  群
馬

県
人

権
教

育
の

基
本

方
針

20
16

 (
平

28
)  

  群
馬

県
人

権
教

育
充

実
指

針
（

改
訂

）

35

「
部
落
差

別
の
解

消
の
推

進
に
関

す
る
法

律
」
抄

H2
8.
12
.1
6施

行

第
１

条
（

目
的

）
こ

の
法

律
は

、
現

在
も

な
お

部
落

差
別

が
存

在
す

る
と

と
も

に
、

情
報

化
の

進
展

に
伴

っ
て

部
落

差
別

に
関

す
る

状
況

が
生

じ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
～

部
落

差
別

の
解

消
を

推
進

し
、

も
っ

て
部

落
差

別
の

な
い

社
会

を
実

現
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

第
５

条
（

教
育

及
び

啓
発

）
２

地
方

公
共

団
体

は
、

国
と

の
適

切
な

役
割

分
担

を
踏

ま
え

て
、

そ
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

、
部

落
差

別
を

解
消

す
る

た
め

、
必

要
な

教
育

及
び

啓
発

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(5
) 

 同
和

問
題

36
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重
要

課
題

に
対

す
る

取
組

(5
) 

 同
和

問
題

「
部

落
差

別
解

消
推

進
法

」
を

踏
ま

え
た

人
権

教
育

の
取

組
促

進
を

促
す

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

37

※
『
全
国
部
落
調
査

部
落
地
名
総
鑑
の
原
典

復
刻
版
』
に
つ
い
て

※
「
本
人
通
知
制
度
」
に
つ
い
て

１
就
職
差

別

２
土
地
差

別

３
結
婚
差

別

４
差
別
落

書
き

５
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上

の
差
別
書
き
込
み

重
要

課
題
に
対
す
る
取
組

同
和

問
題

差
別

事
案

38

面
接

等
で

応
募

者
の

適
正

や
能

力
に

関
係

な
い

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
、

質
問

や
調

査
を

行
う

こ
と

は
、

就
職

差
別

に
つ

な
が

り
ま

す
。

（
面

接
練

習
等

が
差

別
に

つ
な

が
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

）

１
面

接
の

質
問

内
容

（
１）

本
籍

に
関

す
る

質
問

あ
な

た
の

本
籍

地
は

ど
こ

で
す

か
。

あ
な

た
の

お
父

さ
ん

や
お

母
さ

ん
の

出
身

地
は

ど
こ

で
す

か
。

（
２

）
住

居
と

そ
の

環
境

に
関

す
る

質
問

あ
な

た
の

住
ん

で
い

る
地

域
は

、
ど

ん
な

環
境

で
す

か
。

あ
な

た
の

お
う

ち
は

国
道

○
○

号
線

の
ど

ち
ら

側
で

す
か

。

（
３

）
家

族
構

成
や

家
族

の
職

業
・

地
位

・
収

入
に

関
す

る
質

問
家

族
構

成
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
。

あ
な

た
の

家
族

の
職

業
を

言
っ

て
く

だ
さ

い
。

（
４

）
資

産
に

関
す

る
質

問
あ

な
た

の
住

ん
で

い
る

家
は

、
一

戸
建

て
で

す
か

。
あ

な
た

の
う

ち
の

不
動

産
は

ど
れ

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

。

（
５

）
思

想
・

信
条

、
宗

教
、

支
持

政
党

に
関

す
る

質
問

あ
な

た
は

、
神

や
仏

を
信

じ
る

方
で

す
か

。
あ

な
た

の
家

庭
は

、
何

党
を

支
持

し
て

い
ま

す
か

。
あ

な
た

の
家

で
は

、
何

新
聞

を
読

ん
で

い
ま

す
か

。

２
作

文
の

テ
ー

マ
「

私
の

家
庭

」
「

私
の

生
い

立
ち

」
「

私
の

尊
敬

す
る

人
物

」
な

ど

重
要

課
題
に
対
す
る
取
組

同
和

問
題

就
職

差
別
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☆
ア

イ
ヌ

の
人

々
や

性
同

一
性

障
害

な
ど

の
人

た
ち

に
対

す
る

偏
見

や
差

別
の

解
消

を
図

る
と

と
も

に
、

拉
致

問
題

な
ど

、
様

々
な

人
権

問
題

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
る

学
習

を
行

う
。

〈
指

針
11

〉
※

 様
々

な
人

権
問

題
―

 人
身

取
引

、
刑

を
終

え
て

出
所

し
た

人
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
関

す
る

問
題

、
ス

ト
ー

カ
ー

被
害

を
受

け
て

い
る

人
な

ど
へ

の
偏

見
･差

別
な

ど

・
ア

イ
ヌ

文
化

の
振

興
並
び

に
ア
イ
ヌ

の
伝
統

等
に
関
す

る
知
識

の
普
及
及

び
啓
発

に
関
す
る

法
律

・
拉

致
問

題
そ

の
他

北
朝
鮮

当
局
に
よ

る
人
権

侵
害
問
題

へ
の
対

処
に
関
す

る
法
律

・
性

同
一

性
障

害
に

係
る
児

童
生
徒
に

対
す
る

き
め
細
か

な
対
応

の
実
施
等

に
つ
い

て
（

通
知

H
27
.
4.

30
付

27
文
科
初

児
生
第

3号
）

・
性

同
一

性
障

害
や

性
的
指

向
･
性
自
認

に
係
る

、
児
童
生

徒
に
対

す
る
き
め

細
か
な

対
応
等
の

実
施
に

つ
い
て

（
教

職
員

向
け
）

文
科
省

平
成

28
年

４
月
１

日
付
事
務

連
絡

・
ア

イ
ヌ
の

人
々
に
対

す
る
偏
見

や
差
別
意

識
・

性
同

一
性

障
害
な
ど

の
人
た
ち

に
対
す
る

偏
見
や
差

別
意
識

・
拉

致
問
題

重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

そ
の
他
の
人
権
問
題

40
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重
要
課
題
に
対
す
る
取
組

そ
の
他
の
人
権
問
題

拉
致
問

題

北
朝

鮮
に

よ
る

日
本

人
拉

致
問

題
啓

発
ア

ニ
メ

「
め

ぐ
み

」
＜

全
公

立
小

中
高

特
別

支
援

学
校

へ
配

布
＞

41

通
知

性
同

一
性

障
害

に
係

る
児

童
生

徒
に

対
す

る
き

め
細

か
な

対
応

の
実

施
等

に
つ

い
て

（
平

成
27

年
4月

文
部

科
学

省
）

42

性
同

一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
学
校
生
活
を
送
る
上
で
特
有
の
支
援
が

必
要
な
場
合
が
あ
る
。

→
 個

別
の
事
案
に
応
じ
た
、
児
童
生
徒
の
心
情
等
に
配
慮
し
た
対
応
策
等
が
示
さ
れ
た
。

＜
性

同
一

性
障

害
に

係
る

児
童

生
徒

に
対

す
る

学
校

に
お

け
る

支
援

の
事

例
＞

（
服

装
）

自
認

す
る

性
別

の
制

服
・

衣
服

や
、

体
操

着
の

着
用

を
認

め
る

。
（

髪
型

）
標

準
よ

り
長

い
髪

型
を

一
定

の
範

囲
で

認
め

る
（

戸
籍

上
男

性
）

｡
（

更
衣

室
）

保
健

室
・

多
目

的
ト

イ
レ

等
の

利
用

を
認

め
る

。
（

ト
イ

レ
）

職
員

ト
イ

レ
・

多
目

的
ト

イ
レ

の
利

用
を

認
め

る
。

（
呼

称
の

工
夫

）
校

内
文

書
（

通
知

表
を

含
む

。
）

を
児

童
生

徒
が

希
望

す
る

呼
称

で
記

す
。

自
認

す
る

性
別

と
し

て
名

簿
上

扱
う

。
（

授
業

）
体

育
又

は
保

健
体

育
に

お
い

て
別

メ
ニ

ュ
ー

を
設

定
す

る
。

（
水

泳
）

上
半

身
が

隠
れ

る
水

着
の

着
用

を
認

め
る

（
戸

籍
上

男
性

）
。

補
習

と
し

て
別

日
に

実
施

、
又

は
レ

ポ
ー

ト
提

出
で

代
替

す
る

。
（

運
動

部
の

活
動

）
自

認
す

る
性

別
に

係
る

活
動

へ
の

参
加

を
認

め
る

。
（

修
学

旅
行

等
）

1人
部

屋
の

使
用

を
認

め
る

。
入

浴
時

間
を

ず
ら

す
。

お
わ

り
に

「
群

馬
県

人
権

教
育

充
実

指
針

」
を

活
用

す
る

。

人
権

課
題

に
対

す
る

正
し

い
知

識
を

身
に

付
け

る
。

教
師

自
ら

が
人

権
感

覚
を

高
め

る
。

多
様

性
を

認
め

る
姿

勢
を

も
つ

。

43

リ
ン
ク
群
馬
県
教
育
委
員
会

【
各
課
発
行
・
提
供
資
料
】

義
務

教
育

課

人
権

教
育

推
進

係
関

係
資

料

【
人

権
教

育
推

進
係

関
係

資
料

】

人
権

教
育

道
徳

教
育

学
校

の
取

組
、

各
種

資
料

等
に

つ
い

て
は

、
群

馬
県

総
合

教
育

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ 44
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（３）実践発表１ 藤岡市立鬼石小学校 

自他を大切にし、自分の意見を生き生きと表現できる児童の育成 

－自分の考えや思いを伝え合う活動を通して－ 

Ⅰ はじめに 

 本校は藤岡市人権教育実践推進校の指定（平成 29 年度～30 年度）を受け、人権教育のね

らいに基づいた教育活動を展開することによって、学力向上及び人権を尊重する児童の育成

に努めている。また、鬼石地域の児童・生徒を鬼石校区３つの学校で育てていくという視点

をもち、目指す児童像と指導方法等を共有することで共通実践を図り、連携型小中一貫教育

を推進している。 

本校は、全校児童 97名の小規模校であり、素直な児童が多く、異学年の児童同士がよく遊

び、高学年が低学年の面倒を見る姿も多く見られる。また、朝礼や授業では、話す人を見な

がらしっかりと聞くことのできる児童が多く、話を聞く態度は身に付いている。表現力につ

いては、授業中に自分の考えをまとめたり元気よく発表したりする力は、まだ十分ではない

が、本校の特色である合唱では大きな口を開け、上手に歌うことができる。H28 年度の CRT

標準学力テストの結果では、国語・算数ともに基礎的な内容の定着は全国平均並みであり、

思考・判断力については「教えて考えさせる授業」に重点的に取り組んだ結果、成果の表れ

た学年が多い。課題としては、「話す・聞く」「読み取り」等、表現力の定着が低い学年が

多く、今後も継続的な指導が必要であることが明らかとなった。学校評価アンケートからは、

保護者に対し、学習や進路に対しての意識を高めてもらうとともに学力向上に向けて、家庭

を巻き込んだ指導方法の改善に取り組んでいくことが必要であることが分かった。これらを

踏まえ、自分の考えや思いを伝え合う活動を計画的・継続的に実践すれば、生き生きと表現

できる児童の育成を図ることができると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 本校における人権教育の取組 

１ 授業研究部の取組 

鬼石中学校区では、９年間を見

通した人権教育の重点を、「自他を

認め合い、高め合う児童の育成」

としている。そこで、本校では、

目指す児童像「自他を大切にし、

自分の意見を生き生きと表現でき

る児童」の育成に向けて、教科の

ねらいを達成させる実践を積み重

ねていこうと考えた。そのために、

やる気の生徒指導の３機能（自己

決定、自己存在感、共感的な人間

関係）を意識した授業づくりを各

学年や児童の発達段階、教科領域

の特性に合わせて行った。また、

「勉強のすすめ方（学習スタン

ダード）」や「発表・話し合いの約

束」、「聞き方の約束」を教室掲示し、学習の過程とルールの共通理解を図った。 

 

おにし小【べんきょうのすすめかた】（低学年用） 
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２ 研究の経過 Ｈ30年度 

 

 

 

日  程 研  修  内  容 

【１学期】 

4 月 20日 

 

 

5 月 1 日 

 

5 月 28日 

6 月 5 日～15日 

 

6 月 11日 

6 月 28日 

7 月 4 日 

〇研修主題、研修内容、計画、組織の検討 

〇「学習用具の約束」「発表・話し合いの約束」「聞き方の約束」等学習規律の確認 

〇目指す児童像の再検討、ブロックの重点目標決定 

〇藤岡市人権教育発表会の授業者決定 

〇２校合同研修 

・計画訪問における授業検討会等 

〇要請訪問 

〇第１期人権月間 

 人権意識の向上及び実践化１ 

〇授業研究に向けての共通理解 

〇6年外国語活動授業研究会 鬼石北小学校 

〇計画訪問：人権教育を意識した授業実践・授業研究会 人権教育を核にした

学力・授業力向上 

【夏季休業】 

8 月 6 日 

8 月 21日 

〇夏休み中の研修について 

〇研究紀要作成、教材分析、教材研究、授業者指導案作成 

〇３校合同研修 鬼石中学校区合同研修会  

・校内研修発表会 ・指導案検討会 ・プロジェクト部会 

【２学期】 

 

9 月～12 月 

 

10月 15日 

10月 31日 

11月 1日 

11月 5日 

 

11月 13日 

 

 

 

11月 15日 

11月 16日 

11月 28日 

11月 27日 

  ～12月 11日 

〇全国学力・学習状況調査の分析 

〇学力向上対策の検証と新たな具体策の実施 

〇一人１研究授業  

〇６年理科「水溶液の性質」 

〇３年音楽「手拍子でリズム」 

〇１年道徳「はしの上のおおかみ」 

〇３校合同研修 要請訪問 プレ授業（低・中・高：鬼石北小） 

〇全体研修（指導案検討最終） 

〇藤岡市指定 人権教育実践推進校 発表会 代表授業  

 ２年道徳「こまっているともだちに」 

 ４年音楽「おはやしのせんりつをつくりましょう」 

 ５年算数「単位量あたりの大きさ」 

〇６年算数「比例と反比例」 

〇２年国語「しかけカードの作り方」 

〇４年算数「小数のしくみ」 

〇第２期人権月間 

 人権意識の向上及び実践化２ 

〇学校評価アンケートによる分析 

【３学期】 

1 月 29日 

   ～2月 12 日 

〇ＣＲＴ標準学力調査の分析 ・成果と課題 

〇第３期人権月間  重点目標：いろいろな人と仲良くなろう 

 人権意識の向上及び実践化３ 

〇実践録の検証と作成  〇今年度の研修のまとめ 
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３ 人権教育部の取組 

⑴ 常時指導 

 常時指導は、日常的な指導として、学級経営や生徒指導を通して行われるもので、児童の 

望ましい人間関係や学級の雰囲気づくりに大きな影響を与えるものである。児童一人一人よ 

さが認められ、共に生きているという実感がもてるように指導を進めている。 

①あいさつ・へんじ・しせい・呼び名の徹底 

 児童一人一人を大切にすることの基本は、あいさつという

考えのもと、月曜日の朝にあいさつ運動が行われて               

いる。児童会役員、鬼石中学校の生徒、ＰＴＡ役員の皆さん

と一緒に、朝のあいさつ＆スマイルハイタッチをしている。

地域のボランティアさん、民生委員・児童委員さんも参加し、

地域が一体となった取組になってきている。 

 (あいさつのポイント)  お 大きな声で 

             に  にっこりスマイル 

             し  しっかり目を見てハイタッチ  

また、姿勢の乱れは気持ちの乱れという考えで立つ姿勢・座る姿勢については常に正しい姿

勢になれるように声かけをしている。そして、相手を尊重する気持ちから、友だちの名前を

呼ぶときは、下級生でも上級生でも必ず「○○君」「○○さん」という呼び方をして、呼び

捨てにしないことを徹底して指導している。                                                   

②学級経営 

 全ての基盤は学級経営にあるということを認識し、生徒指導の三つの機能（自己決定・自

己存在感・共感的人間関係）を意識した学級経営を行っている。そして、どの児童も気持ち

よく生活できる学級をめざして、各学年で学級づくりを行っている。 

（学級づくりの内容） 

１年 朝の会「おはようハイタッチ」「お誕生日の歌」 誕生日の「給食かんぱい」 

   帰りの会「今日のありがとう」の発表 

２年  朝の会「おはようハイタッチ」 誕生日の「給食かんぱい」 

   帰りの会「今日のありがとう」の発表   

   学期に数回クラスレク 

３年 朝の会「おはようハイタッチ」 

誕生日の「給食かんぱい」     

   帰りの会「うれしかったこと」の発表 

   １日１回は授業で活躍                                 

４年 朝の会「おはようハイタッチ」 

誕生日の「給食かんぱい」 

帰りの会「今日のオンリー１」の発表   

週に１回は全員で遊ぶクラスレク  

授業におけるネームプレートの活用 

５年 週１回は全員で遊ぶクラスレク   

   帰りの会「今日のベストフレンド」 

   誕生日の「給食かんぱい」   

   週１回は全員で遊ぶクラスレク                      

６年 週１回は全員で遊ぶクラスレク、誕生日の「給食かんぱい」 

   帰りの会「今日のベストフレンド」「今日のワンダフル」 

あいさつ運動 

おはようハイタッチ 
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③鬼石小学校 よい子の生活 

 お互いに気持ちよく、落ち着いて学校生活を送るために、４月に「鬼石小学校よい子の生 

活」を各家庭に配布し、教室にも掲示して、生活習慣の徹底を図っている。 

④児童理解 

 月１回の職員会議では生徒指導について話し合い、各学級から良いこと、問題点が具体的 

に出され、全職員で共通理解した上で指導に当たっている。毎月行っている「生活アンケー 

ト」では、結果をまとめ、課題については早期解決をめざして取り組んでいる。 

 また、運動会の団活動、たてわり班の「なかよしタイム」「なかよし清掃」などを通して、 

全校児童の顔と名前を一致させて指導ができるように心がけている。 

 

⑵ 直接指導 

直接指導では、１年間に３回の人権集中学習を行ってきた。次に、平成 30 年度の取組、

第１期人権集中学習（6 月）を紹介する。 

 ＜活動内容＞① いじめは「しない」「させない」「許さない」「見て見ぬふりをしない」 

       ② ほかほか言葉をつかおう  

〇朝礼 

（校長先生の話） 

  演劇教室「べっかんこ鬼」の感想から、友だちに

対する態度、『いじめはダメ！ぜったいしない。』

という話を聞いた。 

（児童会からの呼びかけ） 

児童会本部委員が中心となり、代表委員会で話し

合って決定したスローガンを全校児童に伝えた。 

 か 考えよう友だちの気持ち 

 が 学校のみんなと仲良くしよう 

 や 優しい心でいつもいよう 

 き 気持ちよく一日を過ごそう  

（あいさつ運動をこの時、集中して実施） 

  人権担当からあいさつについての話を聞いた。 

  あ あかるい  あいさつ 

  い いつでも  あいさつ 

  さ さきに   あいさつ 

  つ つづけよう あいさつ  

〇ほかほかカード 

人権月間の毎日の取り組みを振り返るために、 

今年度もほかほかカードに記録した。今年度は 

「おはよう」のあいさつと「ほかほか言葉」を 

チェックするだけでなく、だれかのために何か 

できることをしようという取り組みも行い、記録 

した。 

〇各クラスの目標 

 スローガンを基に、各クラスの目標を話し合い活動

に取り組んだ。 
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ふりかえりカード（各学年のまとめ） 

〇人権標語 

  今年度も人権月間の取り組みの一つとして人権標語を作成した。人権について家庭で考え

るきっかけとなり、意識を高めることがで

きた。 

〇全校給食＆全校レク 

   子どもたちからの実施希望が多かった

全校給食と全校レクを行った。縦割り班ご

とに輪になり体育館で食べた。６年生が下

学年の面倒をよく見て、スムーズに行うこ

とができた。いつもと違う場所で、違うメ

ンバーと楽しい給食の時間を過ごした。全

校レクは、児童会の計画進行で「伝言ゲー

ム」を行った。縦割り班対抗で行い、とて

も楽しんでいる様子が見られた。 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

全校給食 

〇 ふりかえりカード 

   一人ひとりの取り組みを振り返ったり、学級

の取り組みを振り返ったりした。人権集会で、

代表が発表した。 

〇人権集会 

  各クラスの反省や感想の発表を行った。そ

の後、全員でじゃんけん列車を行い、一つの大

きな輪を作った。その輪のまま、自分の前の人

にマッサージをしたり、ドミノのように体を倒

して寝たりする身体ほぐしの活動を行った。楽しく盛り上がったじゃんけん列車の後、静か

にスキンシップを取り合いなごやかな気持ちで集会を終わることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権集会の様子（一つの大きな輪になって、身体ほぐしの活動） 

各クラスの目標 
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マラソンがんばり 

⑶ 間接指導 

①健康教育 

本校の校内研修目標である「自他を大切にし、自分の意見を生き生きと表現できる児童

の育成～自分の考えや思いを伝え合う学習活動を通して～」に沿って、健康教育の領域で

は、学力向上を支えるものとして、生活リズムの確立に視点をあて、実践してきた。 

〇にこにこ生活習慣チェック 

 毎月第一月曜日に児童保健給食委員が各教室に出向いて、

一つ一つの生活を確認しながら自己の生活を振り返る活動

である。○×△の印によって自己評価を行い保健給食委員

が集計している。 

 このカードは、鬼石中学校区の３校で実施し、継続した

取り組みができるようにしている。児童は個人専用のファ

イルを保持し、そのファイルに綴じて保管し、６年間のカー

ドを積み重ねている。 

 このことにより、生活リズムの全体の課題や個人の課題

を意識したり、生活を改善できたかどうかを自己評価した

りできた。 

②体力の向上 

 鬼石中校区教育目標である「自他を大切にし、自分の意見を生き生きと表現できる児童の育成」 

のための基盤として、いろいろな運動に親しみ、運動の楽しさにふれることで自ら進んで身体を

動かす児童を育成することを目指し、以下の実践を行っている。 

〇『マラソンがんばり』【朝の５分間走】 

 登校後の８時１５分より５分間、音楽

に合わせて校庭を走る活動を取り入れ

て、６年ほどになる。「マラソンがんば

りカード」を作成し、日々校庭を何周

走ったかを記録していく。教職員も一緒

に全校で一斉に走り、次の業前活動に備

える。雨天時以外はほぼ毎日取り組む本

校の伝統的活動になっている。 

〇『水泳がんばり』、『陸上がんばり』 

への取組（月曜日を除く火~金曜日） 

 市の水泳、陸上教室記録会の参加に向

けて、５，６年生を中心に各記録会前の

３~４週間前から放課後の１コマ（４５

分程度）を泳力や走力、跳躍力などの向上に取り組んで  

いる。『水泳がんばり』は４年生も参加して３年間をか けて個々

の泳力の向上をめざす。 

〇合同体育（学年ブロックと小・小連携）の取組 

 『学年ブロック体育』 

 各学年ともに単学級で少人数のため学年ブロックごとに合同体育を行っている。指導する教師

が複数になり、児童もゴール型やネット型のチーム競技が円滑に行うことができる。また、学年

を超えた仲間意識や競争心が子ども達の動きを活発にしている。 

 

 

－24－



 

 

③縦割り班活動 

〇なかよし清掃 

（活動内容） 

・たてわり班編制は、「なかよしタイム」の班編制と同じとする。 

・ひと班、１２～１３人。合計８班の構成とする。 

・事前に、６年生を中心に清掃箇所の清掃分担を話し合う。 

・各学期大掃除の１週間前から清掃週間とし、美化園芸委員会から伝えられた目標で清掃する。 

・清掃後は反省会を設け、１～６年生が日ごとに順番に反省感想を言う。 

・「学校も自分も清潔でいたい。」という意識をもたせるために、反省会の最後に手洗いやハン

カチチェックを行う。 

（活動の様子） 

給食後、清掃の時間になったら、それぞれ割り当てられた清掃場所で、６年生が考えた分担

で取り組む。高学年の子が低学年の子に掃除のコツを教えてあげたり、重い物を一緒に持って

あげたりする。分担を考える際は、６年生が担当の先生に事前に相談をして、アドバイスをも

らいながら考え、決める。高学年は、低学年の様子を見守りながら、自分の役割も果たす子が

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇なかよしタイム（縦割り遊び） 

（活動内容） 

・全校児童は、８つの班に分かれる。（各班に全学年が入り、一つの班は、１２人程度） 

・１回目の縦割り遊び前に班で集まり話し合いを行う。 

  ・高学年の打ち合わせ（最初の縦割り遊び前までに） 

・３学期の最後に、班の６年生全員に感謝の手紙を書き、『６年生を送る会』で代表が「感 

謝のひとこと」を言って手紙を渡す。 

（活動の様子） 

  ・班ごとに集合場所に集まり、（６年生は１年生を迎えに行く。）６年生が計画した遊びのルー

ルを説明した後、活動をする。（体育館はローテーションで使用する。） 
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Ⅲ 研究の成果と課題 

１ 成果 

学習規律の徹底に全校で取り組み、     

「学習スタンダード」を基に指導方法に

ついての共通理解を図り全職員で授業改

善に取り組むことができた。また、授業

中の積極的な生徒指導と伝え合う活動を

基盤とし、自分の考えを生き生きと表現

できる児童の育成を目指して授業研究を

重ねてきた。 

  児童対象の学校評価アンケート結果

を見ると「授業はわかりましたか」の項

目で「A：とてもそう思う」「B:そう思う」

と答えた児童の合計が９５％（H29）か

ら９７％（H30）へ上昇した。「授業が

よくわかる」という実感をもっている児

童が増加したことがわかった。 

人権教育を核に教育活動に取り組んだ

平成 29年度、30年度の学校評価アンケー

トで比較すると、人権集中学習の重点と

してきた「進んであいさつ」の項目は、

児童評価は、９４％から１００％に上昇

あいさつの習慣化が定着してきている。

児童評価の「自分に自信をもっている」

についての項目についても６１％から 

７０％へと上昇している。本校の児童が

前向きに生活していることが窺える。 

 保護者による学校評価アンケートの結

果を見ても、今年の方があいさつをする

ようになった、思いやり・感謝の心が育っ

ている、授業が分かるという実感をもっ

ているという設問はプラスとなった。  

 

 

 

２ 課題 

 課題として、多くの児童が自分の意見をもつことができるが、思いを伝え合う方法につい

ては更に工夫が必要である。また、少人数の集団のため、固定化された人間関係の中で相手

のよさを認め合う日常の雰囲気作りや指導を充実させていきたい。   
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（４）実践発表２ 長野原町立西中学校 

 

Ⅰ 研究の概要 

 

１ 研究のテーマ 

自他の大切さやよさを認め、共に学び高め合える生徒の育成 

～ 主体的・対話的な学びの工夫～ 

 

２ 研究のねらい 

自他の大切さやよさを認め、共に学び合える生徒を育成するために、主体的・対話的な

学びの工夫を行う取組が有効であることを、実践を通して明らかにする。 

 

３ 研究の内容 

（１）主題設定の理由 

長野原町は群馬県の北西部に位置し、豊かな自然と観光資源に恵まれた町である。本校

は応桑地区・標高 1000 メートルの高地に位置する小規模校である。本校生徒は応桑小学

校、北軽井沢小学校の二校から入学してくる。平成 30 年度全校生徒数は 61 名である。 

多くの生徒は自力で自転車登校をしており、自分の役割やさまざまな活動に一生懸命に

取り組もうとする純朴で素直な子が多い。幼い頃から一緒に育ってきた仲間に対して互い

に理解を示し、優しくできる部分もあるが、小規模校ゆえの課題として、固定化された人

間関係の中でしかコミュニケーションを上手にとることができない点や、自己認識不足に

よる衝突や自己肯定感の欠如などが見られる。学習面では与えられた課題に対してまじめ

に取り組もうとする姿勢はみられるが、受動的な学習に陥りがちで、互いに対話し合いな

がら学びを深めようとするところには課題が見られる。 

そこで、このような課題をもつ生徒に対して、主体的に学習に取り組める工夫や互いの

よさに気づき対話的な学習に取り組める工夫をしていくことで生徒が互いの考えを認め合

いさらに学習を向上させていこうとする意欲を高めたいと考え、主題を設定した。 

 

（２）研究組織 

 本研究においては、第１部会として「授業づくり部」、第２部会として「人間関係づくり

部」を設置する。「授業づくり部」では、本校で一昨年度から続けられてきた「学習規律の

確保」と「授業の基本スタイル」を継承しながら教科指導的な面からのアプローチを行っ

た。さらに、対話的な学びを推進するためには人間関係の在り方が大きく影響すると考え

られたため、新たに設置した「人間関係づくり部」においては、常時指導を踏まえた学級

経営的な側面からのアプローチを行っている。 

 

 

 

 

 

校長 

教頭 

校内研修推進委員会 

 

全体会 

 

第１部会：授業づくり部 

第２部会：人間関係づくり部 
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Ⅱ 具体的な取組 

１ 授業づくり部会の取組 

（１）主体的な学び・対話的な学び 

研修副主題である「主体的・対話的な学びの工夫」の実践にあたり、具体的な生徒像を

以下のように共通理解した。 

〔主体的な学びの具体的な姿〕 

 ・自分の言葉で表現し、次の学習につなげようとする。 

 ・課題を自分自身の問題として捉え思考する。 

 ・学習内容に対するつぶやきがある。 

 ・自分なりの試行錯誤の姿が見られる。 

 ・学習活動の目的を理解し、課題をもって取り組んでいる。 

 ・考える、話す、聞くといった行動を、自らできる。 

〔対話的な学びの具体的な姿〕 

 ・他者との話し合いの中で、相手の話の内容に関心をもち、学習内容につなげる。 

 ・意見のやりとりがある。 

 ・互いの違いに気付き、「なぜ？」という思いが思考の深まりにつながる。 

 ・子ども同士、子どもと教師の対話の中で、気づきや発見がある。 

 ・自発的な教え合いがある（つぶやき(1 人)→わからないことを認識(複数)→教え合い）。 

 

（２）授業規律（常時指導） 

 自他の大切さやよさを認め、共に学び合える人間関係 

や環境をつくるために、授業の基本的なルールを作成し、 

全学級に掲示した。どの学年、どの授業でも共通して意識 

することを整理することで、校内で同一歩調を取りながら、 

学習規律の共通化を図ることができた。授業の学習規律が 

向上することで、生徒が安心して自分の意見を発表したり、 

級友の発表を熱心に聴いたりする場面が増えてきた。 

 

（３） 授業の流れ 

 前項の授業規律に基づきながら、本校ではそれぞれの教科 

等を｢授業の基本スタイル｣（以下｢基本スタイル｣）に基づい 

て行っている。その｢基本スタイル｣は次のような流れである。 

〔１単位時間の「授業の基本スタイル」〕 

学習過程 目的 活動例 

１．復習(3~5 分) テンポ作り，学習のウォーミングアップ 
フラッシュカード 

豆テスト 

２．導入(1~3 分) 主体的に学習に取り組むための工夫 視覚教材・現物の提示 
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３．課題提示 

(2~3 分) 

 

学習課題に対して自ら考えるための手立て  

生徒自身が課題を持つ 

｢めあて｣の板書 

本時の見通しを示す 

４．自己解決 

(3~8 分) 

 

主体的に考える 

（自分の内部を含めた思考過程） 

課題解決の方策をノート

に記述 

５．集団解決 

(5~15 分) 

 

他者との意見の共通点や相違点に気付く 

教え合い 

学級・グループで意見表明

と検討 

６．まとめ 

(3~5 分) 
音声言語で終わらせず学習を集積する 

重要事項を決定し板書 

ノートに記述 

７．習熟汎用化 

(5~10 分) 

 

 

自ら考えて課題を解決する 

問題の習熟を図る 

問題演習 

 

８．評価(2~3 分) 他者の良い点に気付く 自分とクラスの振り返り 

 この｢基本スタイル｣では全体的に主体的・対話的な学びが授業の中核として展開するこ

とになる。特に自己解決の場面において主体的な学び、集団解決の場面において対話的な

学びが表面化する。全教員が｢基本スタイル｣に基づいて授業を行うことで授業のユニバー

サルデザイン化も図っている。その結果、生徒は授業の流れに見通しを持つことができる。

具体的に授業の活動において、どのようにするか分からない生徒がいても、周りの生徒た

ちをモデルとして授業に取り組むことができるようになる。 

 このようにして個々の学習への取り組みなどの差の広がりを抑え、全教員が同一歩調で

授業づくりに取り組めるようになっている。 

 

（４）授業実践 

 本校では１人１授業を公開し全職員で授業研究を行うことで、「主体的・対話的な学び」

の工夫を検討する機会を設け、そこで得られた知識や技能、効果等の共有化を図り他教科

にも取り入れるよう努めている。  

①主体的な学びをするための工夫 

・生徒が活動の目的を理解するための学習課題 

（例）数学科「関数を用いてブランコの長さを求めよう」 

     →導入部で「アルプスの少女ハイジ」のオープニ

ングビデオを視聴し、生徒の興味を喚起してか

ら、めあて「関数を利用してハイジの乗ってい

るブランコの長さを求めてみよう」を提示した。 

（例）英語科「How many を用いて、自分たちの持っているゲ   

ームや本の数を調べよう」 
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     →導入部で本やゲームなどの写真を提示し、既習事項の表現を使えば自分たち

の持っているものの数を調べられることに気づいた生徒の言葉からめあてを

引き出した。 

・生徒が学習課題を自分自身の問題として捉えるための工夫 

 （例）保健体育科 ビデオを用いてゲーム中の自分たちの姿から課題解決が図れたか分

析する活動 

     →事前に感じていた課題が実際のゲーム中に改

善できていたか、客観的に分析し自己評価を行

えるようにした。 

・自分の考えを表現するための工夫 

 （例）英語科 既習事項をまとめたヒントカード 

道徳  葛藤を示す心の円グラフ 

→自分の考えを表現することが苦手な生徒に対してヒントカードを用いて言

葉で表現したり、操作物を用いて考えを表現したりする支援を行った。 

②対話的な学びをするための工夫 

・友だちと協働して課題解決を図る学級活動 

（例）学級活動「仲間と協力しよう」作戦を立てながら協力して

ペーパータワーを作る活動 

    →学級活動において友だちと協働し課題を解決する場

面を意図的に設定する活動を実践した。これにより自

他に目を向け、そのよさを尊重し合おうとする意識付

けを行った。 

・対話的な学びに十分な時間を充てる 

（例）学級活動「仲間と協力しよう」 作戦タイムや振り返りの時間の確保 

   理科「化学変化と物質の質量」 予想・実験・結果の考察まで 

    →「授業の基本スタイル」における「集団解決」の時間を十分に確保し、生徒同

士の対話が活発に行われるよう、時間の管理と進行を行った。 

・互いの意見の共通点や相違点に気づくための工夫 

（例）社会科「世界の諸地域」 同じ立場での意見交流から異なる立場での意見交流 

    →アマゾンの開発について考えるための立場を決め、同じ立場の生徒同士で意見

交流をすることで自分たちの立場の意見を説得力のあるものにした。さらにそ

の後、異なる立場で意見交流を行ったことにより、多面的な視点から物事を捉

えられることに気づかせ、学習課題に対して自分の考えを深められた。 

   数学科「連立方程式」 早く作問できた生徒をモデルとして示す 

    →作問できた生徒が全体の前で発表を行うことで、作問できていなかった生徒が

方法・手順を理解したり新たな視点に気付いたりできるようにした。 

   国語科「大人になれなかった弟たちに……」 

多くの生徒が意見を書き込むマッピングやペンシルトーク 

→生徒間の意見交流を口頭で行うことに加えて紙面上に書き入れて視覚的に理解

できるように残し、他者の意見を認めたり自分の意見と比較したりしやすいよ

▲保健体育科  ビデオでゲーム
を分析  

▲３年学活でのペーパー
タワー作成の様子  
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うにした。 

 

２ 人間関係づくり部会の取組 

 自身と他者を尊重し互いを肯定的な存在として認め合う視点を育み、人権感覚と望まし

い人間関係を構築する態度・能力を育てるために、学校行事・給食・メディアコントロー

ルチャレンジ・スクールカウンセラーを活用した取組を行った。 

 ここでは、学校行事を生かした取組とスクールカウンセラーを活用した取組を示す。 

 

（１）学校行事を生かした各学年の取組 

①1 年生 

体育祭や文化祭を振り返り、友達のがんばっていた姿を

「よかったよ！カード」に記入し、写真とともに掲示して

他者を認める良さ、認められる良さを共有した。数多くの

「よかったよ！カード」が作られ、お互いの健闘や他者の

ために行動した姿を讃え合うことで互いに認め合うこと

の良さを確かめることができた。 

今後もさまざまな場面でお互いを認め合う機会を増やしていきたい。 

②２年生 

 学級活動の時間に、体育祭と文化祭に向けて、よりよい

クラスにするために必要なことを話し合った。行事後は友

達のよかったところを振り返り、「よかったよ！カード」を

記入し、廊下に掲示することで共有した。 

話し合いでは、「（友達の）悪いところより良いところを

見る。」「意見を言いやすい雰囲気をつくる」といった意見

が出された。 

また、「よかったよ！カード」も１人２枚以上書くことが 

でき、友達の良いところを認めると共に、自分の良さにも気づく活動が進展してきた。 

③３年生 

他の人を認める態度や，自尊感情を育てていくため

に，２年高原学校，２年文化祭，３年修学旅行と継続し

て取り組んできた。行事を通して感じた友達の良い所を

付箋に書いて交換する活動である。一人一人が真剣にカ

ードに向き合い書き込む姿が印象的であった。また，書

いてもらったカードを読むときには，本当に嬉しそうで

ある。自分で書いた文字で気持ちを伝える，伝えてもら

うという本活動は人権に関わる感性を磨き，技能を育て

る活動であると考える。 

 

（２）スクールカウンセラーを活用した取組 

 学級活動の時間を使ってスクールカウンセラーと学級担任のＴＴで授業を行った。内容

３年修学旅行より  女子 A⇒男子 B 

 

－31－



はその学級の実態を考慮し、スクールカウンセラーと学級担任で打ち合せを行い決定した。 

・生徒の感想 

１年生 「たくさん意見を出してみんな積極的に参加できた。言葉は生活の上でとても

大切なものなのだと、改めて実感できた。」 

２年生 「自分の意見を伝えつつ、相手の意見も大事にすることが大切だと感じた。」 

     「強く言うのではなくて、相手のことを理解して言った方がいいと思った。」 

３年生 「自分はおしゃべりで良く笑うということが分かったから、将来この自分のリ

ソースを活かしたいと思った。」 

１・２年生は構成的グループエンカウンターを通して、主体

的にグループ活動に参加しグループの仲間と協力し合う姿が

見られた。普段は友達の意見を聞かず、自分の意見を強く主張

しがちな生徒も、グループの中心となり、意見をまとめていた。  

３年生はたくさんのリソースが見つけられた生徒もいれば

「自分のリソースを見つけるのは難しい」という感想もあっ

た。自分を大切に思う気持ちを育てるにあたり、自分の良いと

ころ探しだけでなく、自分のリソース（資源・資質）である大

切なものや人、好きなことや頑張っていることなどを振り返る

活動も大切であることをスクールカウンセラーから教わるこ

とで、自他の良さを認める機会が多くなり、よりよい人間関係

づくりに生かされると考える。 

 

３ 生徒会の取組 

今年、本校生徒会本部は、「みんなが行きたいと思える学校」というテーマを設定し、テ

ーマに迫る具体目標を「①自ら進んで挨拶ができる学校」、「②誇りを持って合唱ができる

学校」「③行事を通じてお互いを認め合い笑

顔で満たされる学校」とした。このテーマと

具体目標は、生徒総会で採択された。テーマ

を達成するために様々な活動を展開してき

たが、ここでは次の２つについて紹介する。 

 

（１）フルスマイル宣言 

平成２４年度の生徒会が発案し、更に、 

 １年生 ２年生 ３年生 

教 

材 

先生ばかり住んでいる 

マンション 

なぞの宝島 私のリソースマップ 

内 

容 

グループ内で自分だけが

知っている情報を言葉に

より他者と共有し、マンシ

ョンの住人を特定する。 

グループ内で自分だけが

知っている情報を言葉に

より他者と共有し、宝の場

所を見つける。 

自分の好きなことや大切

な人、強みなどを書き出

し、夢につながる地図を書

く。 
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「いじめ撲滅宣言」を加えた「フルスマイル宣言」は、いじめを撲滅させるだけではなく、

よりよい学校づくりを進め、笑顔あふれる学校を実現するために、必要な１０か条を生徒

が発案したものである。生徒が、「みんなが行きたいと思える学校」にするためにどう行動

していくべきか考えていく際の助けになっている。 

 

（２）「行事を通じてお互いを認め合い笑顔で満たされる学校」（上記した具体目標の１つ）  

生徒同士の交流を増やすために、生徒会が主体となる行事を定期的に開催した。（４月か

ら、生徒会オリエンテーション生徒総会、校内球技大会、さわやか街道クリーンアップ作

戦、生徒会役員選挙、本部役員引き継ぎ式、校内文化祭）  

その際に、「生徒自らの手でつくる生徒会」を合言葉に、  

テーマの発案から各行事の運営までを生徒自身が担ってきた。  

企画から準備、運営までの間に、クラスの枠にとどまらず、  

１年生から３年生まで多くの生徒同士の交流を生み出すこと  

が出来た。特に校内文化祭は、全校生徒６１名が、５つの準  

備部会に所属し、文化祭を創り上げることができた。  

    【クリーンアップ作戦】     

Ⅲ 成果と課題 

 １ 成果 

○授業づくり部会の取り組みは、数年間かけて取り組まれてきた授業改善の流れを踏襲し

ているが、人権教育の視点から授業を見直したことで一人一人の学びを大切にしようとす

る意識が教職員間に芽生えてきた。 

○授業の基本的なルールや「授業の基本スタイル」の導入により校内で学習規律の共通化

を図ったことで、生徒が一単位時間の学習活動を見通しながら、安心して自分の意見を発

表したり級友の発表を熱心に聴いたりできるようになってきた。 

○人間関係づくり部会の取り組みは、学校生活での活動基盤となる人間関係を整えていく

ものであり、生徒が日常生活で気づけない自他のよさを意識化させたことで自他の存在を

認める雰囲気を作ることができた。 

○スクールカウンセラーと連携した学級活動の時間は、生徒にとって自分の言葉や表現の

仕方を見直す機会となり、自分の意見をどうやって相手にわかってもらえるように伝える

か考える意識が芽生えてきた。 

○学校行事を通して見えた友達のがんばっていた姿を記入した「よかったよ！カード」は、

自身の役割や存在を認めてもらうことで自己肯定感を高めることに有効だった。 

 

２ 課題 

●授業改善に数年間かけて取り組んできたものの、生徒の主体的な学びの姿が見えず、教

師主導の授業に陥ってしまうこともある。教材研究の段階で、どのポイントを生徒自身の

言葉や体験から引き出すか吟味する余地がある。 

●生徒同士の人間関係を作っていくのは生徒たち自身が望ましい。本研究においては生徒

会行事での生徒同士の学びが成果を上げたが、行事以外の学校生活において自主的に生徒

たちが互いの姿から学ぼうとする姿勢を育てることが大切だ。 
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指 導 講 評

令和元年８月９日（金）

群馬県教育委員会義務教育課人権教育推進係 指導主事 前原 稔彦

１ はじめに

○ 本日、発表いただいた藤岡市立鬼石小学校は平成２９・３０年度の２年間、藤岡市

教育委員会指定の人権教育実践推進校として、また、長野原町立西中学校も同じく２

年間、文部科学省人権教育研究指定校として実践を重ねていただきました。両校の取

組で共通して素晴らしいのは、毎時間の授業や学校行事、年間指導計画等を人権教育

の視点で見直し、既存の取組を生かして全校体制で推進していただいたことです。

本日、お集まりの先生方にとっても、大変参考になる取組を発表していただいたこ

とに対して、この場をお借りして、深く感謝申し上げます。

２ 藤岡市立鬼石小学校の取組

(1) 研修の進め方について

○ 連携型小中一貫校の特色を生かし、９年間を見通して人権教育で育てたい能力

・態度、目指す児童の姿を明らかにして研修を進めていただきました。小中合同

での授業検討会を開催するとともに、校内研修シートを活用し、学期ごとに学力

向上と人権教育の２つの視点から取組を振り返り、次の学期・年度へ成果と課題

をつなげていくＰＤＣＡサイクルを徹底していだいたことは、教職員の意識の高

まり、しっかりとした研修組織の構築につながる素晴らしい取組であったと思い

ます。

(2) 学力向上部会の取組について

○ 研修テーマである「自他を大切にし、自分の意見を生き生きと表現できる児童

の育成」を目指して、全教職員が学習のスタンダードを共通理解し、実践する中

に自分の考えや思いを伝え合う活動を意図的に取り入れた授業を積み重ねていた

だきました。自分の考えをもち、友達との意見交流からよさや違いに気付き、そ

れを認め合える集団になるためには、意図的な活動の設定とともに先生方が日常

的に児童一人一人のよさを認め、励まし、伸ばすといった常時指導が不可欠です。

常時指導にもしっかりと取り組んでいただいた成果が、児童の人権意識の高まり

だけでなく、様々な場面で自信をもてるようになり、授業が「分かった」「でき

た」と実感できる児童の育成につながっていたと考えられます。

(3) 人権部会の取組について

○ 常時指導を大切にしていただきながら、人権集中学習として年３回の人権月間

を設定し、「いじめ」「障害のある人たち」「高齢者」などの人権課題について考

える学習に取り組んでいただきました。

○ 「ＨＡＰＰＹはあとふるサンキューツリー」での友達のよいところ見つけの取
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組や人権啓発のための掲示物の作製、地域と連携してのあいさつ運動や縦割り活

動などの地域や異学年の児童生徒との交流は、児童一人一人が思いやりやお互い

を認めるといった人権尊重の考えを深め、自他を大切にしようという意識の向上

につながる素晴らしい取組であったと思います。

３ 長野原町立西中学校の取組

(1) 授業づくり部の取組について

○ 研修テーマである「自他の大切さやよさを認め、共に学び高め合える生徒の育

成」を目指して、一人一人を大切にする授業づくりに取り組んでいただきました。

主体的な学びの具体的な生徒の姿、対話的な学びの具体的な生徒の姿を明らかに

して共通理解したことで、授業づくり・授業改善の視点が明確化し生徒の学びの

質の向上、先生方の指導力の向上につながっていたのではないかと考えます。

○ 「学習規律の共通化」、全教員による「授業の基本スタイル」に基づいた授業

実践により、生徒は毎時間の授業に見通しもって取り組むとともに、主体的な学

び・対話的な学びの積み重ねを通して自分の考えや友達の考えを大切にしながら

学習を進めることができました。今後も工夫・改善を加え、新学習指導要領にお

ける主体的・対話的で深い学びの実現へとつなげていただきたいと思います。

(2) 人間関係づくり部の取組について

○ 自他の大切さを認める仲間づくりを目指して学校行事等を生かした様々な実践

に取り組んでいただきました。学校行事での活躍や努力など、その生徒のよさを

カードに書いて掲示する「よかったよ！カード」の取組では、友達のよさに目を

向け、お互いに認め合う学級・学校の雰囲気づくりにつながっていました。生徒

にとって褒められたり認められたりすることはうれしいことです。日本の子ども

たちの自己肯定感、自尊感情の低さが度々取り上げられますが、このような常時

指導を継続していただき生徒一人一人の自尊感情等を高めていただきたいと思い

ます。

(3) 生徒会の取組について

○ 生徒会本部が「みんなが行きたいと思える学校」をテーマに設定し、「フルス

マイル宣言」をはじめ、生徒主体で様々な活動に取り組んでいただきました。活

動を通して、よりよい学校、よりよい人間関係を作るためにはどうするべきかを

生徒一人一人が考え行動している様子がうかがえました。

○ 「メディアコントロールチャレンジ」の取組でも、教師側の投げかけだけでな

く、生徒が主体となり各委員会で目的意識をもって話合い、全校生徒へ投げかけ

たことで、「お互いに学校生活を楽しく過ごす」という意識の高まりや行動に表

れていたと思います。学年を越えた生徒同士の交流、生徒の主体的な取組が実現

し、充実していることも、毎時間の主体的・対話的な学びの積み重ねの成果であ

ると考えられます。
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４ 常時指導の充実

○ 常時指導は、日常的な指導として、学級経営や生徒指導等を通して行われるもので、

児童生徒の望ましい人間関係や学級の雰囲気づくりに大きな影響を与えるものです。

人権教育の基盤をなすものであり、児童生徒一人一人のよさが認められ、共に生きて

いるという実感がもてるように指導することが大切です。鬼石小学校、長野原西中学

校ともに、研修を進める中で先生方一人一人が人権意識を高め、常時指導を充実させ

ていただいたことで、多くの成果が得られたと思います。

○ 教員の言葉が原因で児童生徒の意欲を失わせてしまうことがあります。また、教員

が配慮に欠けた言葉を遣うことで、児童生徒間でもそのような言葉が遣われてしまい、

いじめを助長してしまうといったこともあるようです。常時指導を充実させるために

は、まずは、先生方自身が言葉遣いや行動に十分配慮して、児童生徒に模範を示すこ

とが重要です。本日お集まりの先生方も群馬県人権教育充実指針に掲載されている人

権感覚チェックリストを所属の学校で活用していただき、常時指導の充実を図ってい

ただくよう、お願いいたします。

５ 終わりに

今年度の文部科学省人権教育研究指定校は、吉岡町立駒寄小学校、昭和村立昭和中

学校、人権教育総合推進地域は太田市立生品中学校区です。また、地区別人権教育研

究協議会は、中部地区：駒寄小、西部地区：原市小、吾妻地区：嬬恋東部小、利根地

区：昭和中、東部地区：大間々東中、計５校が授業実践に取り組まれます。１０月、

１１月を予定していますので、案内がありましたら、研修の機会として積極的に参加

していただければと思います。

また、県教育委員会では、小・中・高・特別支援学校等の先生方を対象に、毎年、

人権教育推進協議会を開催し、深刻化・多様化する人権問題に対応した実践上の諸問

題についての研修を実施しています。今年度は１０月に、児童虐待をテーマに関係機

関の方々をお招きして実施する予定です。

最後になりますが、鬼石小学校、長野原西中学校ともに人権教育に関する多くの実

践が行われていました。人権教育の充実は、学力向上、生徒指導、地域連携など多く

の教育課題等に対する効果が期待できます。是非、先生方も自校での取組の参考にし

ていただきたいと思います。
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令和元年度 群馬県小学校中学校教育研究会 人権教育部会役員等名簿

役職名 氏 名 勤 務 校 名 勤務校所在地 郵便番号 電話番号

部会長 石渕 裕則 藤岡市立美土里小学校 藤岡市 375-0052 0274-22-2545

下大塚222

副部会長 関 聡 吉岡町立吉岡中学校 北群馬郡吉岡町 370-3604 0279-54-3213

南下1383-2

大竹 士郎 沼田市立池田中学校 沼田市 378-0073 0278-23-9330

発知新田町533

新島 邦彦 館林市立第十小学校 館林市近藤町 374-0042 0276-74-8733

178-39

書 記 高橋 裕香 神流町立中里中学校 多野郡神流町 370-1602 0274-58-2517

大字神ヶ原422

(Webﾍﾟｰｼﾞ) 松本彩美莉 藤岡市立美土里小学校 藤岡市 375-0052 0274-22-2545

下大塚222

(事務局) 藤岡市立美土里小学校 藤岡市 375-0052 0274-22-2545

下大塚222

会 計 高岩 友美 藤岡市立小野中学校 藤岡市 375-0002 0274-24-0104

立石407

小林あつみ 前橋市立荒子小学校 前橋市 379-210 027-268-291

荒子町1240 6 3

会計監査 星野順一郎 高崎市立第一中学校 高崎市 370-0806 027-322-5395

上和田町16-1

吉原 和子 前橋市立天川小学校 前橋市 371-0801 027-221-5991

文京町3-18-4

※部会長は４事務所内輪番表による。

※副部会長は４事務所代表。

※監査は高崎、前橋理事兼任。
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あ と が き

県内の諸先生方のご協力をいただいて、ここに「人権教育第１８号」を発行することができました。

心より御礼申し上げます。

本紀要は、夏の人権教育研修会で貴重な実践発表をいただいた藤岡市立鬼石小学校と長野原町立西

中学校の２校の実践例を中心に掲載しました。

今年度も、県内各学校では人権教育の推進に向けた様々な優れた取組をしていただいておりますが、

本紀要に掲載された２校の実践例を参考に、各学校で創意工夫ある人権教育の取組の一層の充実に努

めていただけることを願っております。

また、前橋地方法務局人権擁護課から「人権問題の現状と課題について」、群馬県教育委員会義務

教育課人権教育推進係から「群馬県の人権教育の推進について」の説明も掲載しました。各学校での

実践を進める上での参考にしていただきたいと思います。

なお、今年度よりデータでの報告とさせていただきました。お気付きの点がありましたら、ご指導

いただければ幸いです。

最後になりますが、各学校における人権教育の一層の充実を通して、児童生徒が、明るく楽しい有

意義な学校生活を送り、「人権の世紀」の礎づくりができることを願っております。
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